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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ制作者によって制作される第１コンテンツの企画に関する企画情報を受け付
け、受け付けた前記企画情報を、前記企画を識別するための企画ＩＤと対応付けて企画情
報記憶手段に格納する企画受付手段と、
　前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に記憶されている企画情報によって示
される企画への出資を受け付ける出資サービスを提供するサービス提供手段と、
　を備え、
　前記企画受付手段は、
　前記出資サービスにおいて前記企画ＩＤに対応する企画に出資した出資者によって前記
第１コンテンツに設定される枠であって、第２コンテンツが表示される枠に関する枠情報
を受け付け、受け付けた枠情報を前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に格納
し、
　前記サービス提供手段は、
　前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に記憶されている枠情報によって示さ
れる枠に前記第２コンテンツを表示する権利を販売する販売サービスを提供する、
　ことを特徴とするサービス提供装置。
【請求項２】
　前記サービス提供手段は、
　前記出資者に対して、前記販売サービスにおいて前記権利の販売を促進するための販売
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促進サービスを提供する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のサービス提供装置。
【請求項３】
　前記サービス提供手段は、
　前記販売促進サービスとして、前記販売サービスを利用する利用者のうち、前記販売サ
ービスの提供先とする利用者を前記出資者に選択させる、
　ことを特徴とする請求項２に記載のサービス提供装置。
【請求項４】
　前記サービス提供手段は、
　前記販売促進サービスとして、前記販売サービスを利用する利用者のうち、前記販売サ
ービスの提供先とする利用者のカテゴリを前記出資者に選択させる、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載のサービス提供装置。
【請求項５】
　前記サービス提供手段は、
　前記出資者が過去に出資した企画に対応する制作済みコンテンツに関する情報を提示し
、前記販売サービスを提供する、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載のサービス提供装置。
【請求項６】
　前記サービス提供手段は、
　前記コンテンツ制作者が過去に制作した制作済みコンテンツに関する情報を提示し、前
記販売サービスを提供する、
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載のサービス提供装置。
【請求項７】
　前記サービス提供手段は、
　前記制作済みコンテンツに関する情報として、当該制作済みコンテンツに対応する企画
への出資金、当該制作済みコンテンツがユーザに閲覧された閲覧数、当該制作済みコンテ
ンツが提供されたユーザによる当該制作済みコンテンツに対する評価、又は、当該制作済
みコンテンツとともに第２コンテンツが提供される権利を有する権利者による当該制作済
みコンテンツに対する評価を提示する、
　ことを特徴とする請求項５又は６に記載のサービス提供装置。
【請求項８】
　前記権利を有する権利者によって支払われる購入料から、前記企画に出資した出資者に
支払われる料金を算定する算定手段、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載のサービス提供装
置。
【請求項９】
　前記第１コンテンツを受け付けるとともに、前記権利を有する権利者から第２コンテン
ツを受け付けるコンテンツ受付手段と、
　前記コンテンツ受付手段によって受け付けられた前記第１コンテンツに前記第２コンテ
ンツを組み込んだ合成コンテンツを生成する生成手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載のサービス提供装
置。
【請求項１０】
　前記サービス提供手段は、
　前記出資サービスとして、前記企画に出資する出資者をオークションにより決定するオ
ークションサービスを提供する、
　ことを特徴とする請求項１～９のいずれか一つに記載のサービス提供装置。
【請求項１１】
　前記サービス提供手段は、
　前記販売サービスとして、前記権利をオークションにより販売するオークションサービ
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スを提供する、
　ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一つに記載のサービス提供装置。
【請求項１２】
　コンピュータが実行するサービス提供方法であって、
　コンテンツ制作者によって制作される第１コンテンツの企画に関する企画情報を受け付
け、受け付けた前記企画情報を、前記企画を識別するための企画ＩＤと対応付けて企画情
報記憶手段に格納する企画受付工程と、
　前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に記憶されている企画情報によって示
される企画への出資を受け付ける出資サービスを提供するサービス提供工程と、
　を含み、
　前記企画受付工程は、
　前記出資サービスにおいて前記企画ＩＤに対応する企画に出資した出資者によって前記
第１コンテンツに設定される枠であって、第２コンテンツが表示される枠に関する枠情報
を受け付け、受け付けた枠情報を前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に格納
し、
　前記サービス提供工程は、
　前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に記憶されている枠情報によって示さ
れる枠に前記第２コンテンツを表示する権利を販売する販売サービスを提供する、
　ことを特徴とするサービス提供方法。
【請求項１３】
　コンテンツ制作者によって制作される第１コンテンツの企画に関する企画情報を受け付
け、受け付けた前記企画情報を、前記企画を識別するための企画ＩＤと対応付けて企画情
報記憶手段に格納する企画受付手順と、
　前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に記憶されている企画情報によって示
される企画への出資を受け付ける出資サービスを提供するサービス提供手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記企画受付手順は、
　前記出資サービスにおいて前記企画ＩＤに対応する企画に出資した出資者によって前記
第１コンテンツに設定される枠であって、第２コンテンツが表示される枠に関する枠情報
を受け付け、受け付けた枠情報を前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に格納
し、
　前記サービス提供手順は、
　前記企画ＩＤに対応付けて前記企画情報記憶手段に記憶されている枠情報によって示さ
れる枠に前記第２コンテンツを表示する権利を販売する販売サービスを提供する、
　ことを特徴とするサービス提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サービス提供装置、サービス提供方法及びサービス提供プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットを介して、ユーザの端末装置に各種コンテンツを配信する配信サービス
が知られている。配信サービスの一例として、動画コンテンツと、その動画コンテンツの
表示領域に表示される広告コンテンツとを配信する動画配信サービスが知られている。
【０００３】
　このような動画配信サービスに関して、番組オークションと呼ばれる技術が提案されて
いる。具体的には、番組オークションでは、スポンサーが任意の出資金額を入札し、他の
スポンサーとの競争に勝ち残ったスポンサーだけが番組時間帯のＣＭ枠の放送権利を得る
。この番組オークションは、事前に資金の確保を確約する場合に利用される。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－０８７８２５号公報
【特許文献２】特表２００７－５０５３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の従来技術では、コンテンツ制作者に対して付加価値のあるサービ
スを提供できるとは限らない。具体的には、上記の従来技術では、単にＣＭ枠の放送権利
をオークションによって競争させることに留まり、コンテンツ制作者に対して付加価値の
あるサービスを提供することは困難である。
【０００６】
　本願は、上記に鑑みてなされたものであって、コンテンツ制作者に対して付加価値のあ
るサービスを提供することができるサービス提供装置、サービス提供方法及びサービス提
供プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願に係るサービス提供装置は、コンテンツ制作者によって制作される第１コンテンツ
の企画に関する企画情報を受け付ける企画受付手段と、前記企画情報によって示される企
画への出資を受け付ける出資サービスと、前記第１コンテンツとともに第２コンテンツを
表示させる権利を販売する販売サービスとを提供するサービス提供手段と、を備えたこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　実施形態の一態様によれば、コンテンツ制作者に対して付加価値のあるサービスを提供
することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係るサービス提供処理の一例を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係るサービス提供システムの構成例を示す図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係るサービス提供装置の構成例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係るオークション記憶部の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に出資情報記憶部の一例を示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る出資ページの一例を示す図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係るオークションページの一例を示す図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係るサービス提供システムによるサービス提供処理手
順を示すシーケンス図である。
【図９】図９は、第２の実施形態に係るサービス提供装置の構成例を示す図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る制作履歴記憶部の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、第２の実施形態に係るオークションページの一例を示す図である。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る出資実績ページの一例を示す図である。
【図１３】図１３は、第３の実施形態に係るサービス提供処理の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、第３の実施形態に係るサービス提供装置の構成例を示す図である。
【図１５】図１５は、第３の実施形態に出資情報記憶部の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、第３の実施形態に係る広告主情報記憶部の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、他の実施形態に係るコンテンツの一例を示す図である。
【図１８】図１８は、サービス提供装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハー
ドウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下に、本願に係るサービス提供装置、サービス提供方法及びサービス提供プログラム
を実施するための形態（以下、「実施形態」と呼ぶ）について図面を参照しつつ詳細に説
明する。なお、この実施形態により本願に係るサービス提供装置、サービス提供方法及び
サービス提供プログラムが限定されるものではない。また、以下の各実施形態において同
一の部位には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
【００１１】
（第１の実施形態）
〔１．サービス提供処理〕
　まず、図１を用いて、第１の実施形態に係るサービス提供処理の一例について説明する
。図１は、第１の実施形態に係るサービス提供処理の一例を示す図である。図１に示した
サービス提供装置１００は、コンテンツ制作者によって制作されるコンテンツの企画に対
して、出資者から出資を受け付ける。そして、サービス提供装置１００は、企画に対応す
るコンテンツに広告を表示する権利を販売する販売サービスを提供する。なお、以下では
、サービス提供装置１００がオークション形式により販売サービスを提供する例を示す。
また、以下では、コンテンツとして、動画を例に挙げて説明する。
【００１２】
　図１上段に示すように、サービス提供装置１００は、動画を制作する予定であるコンテ
ンツ制作者ＣＰ１０から、動画の企画に関する企画情報を受け付ける（ステップＳ１１）
。図１の例の場合、コンテンツ制作者ＣＰ１０によって送信される企画情報には、コンテ
ンツの種類が動画であること、動画の監督が「Ｘ１」であること、動画の出演者が「Ｙ１
」、「Ｙ２」及び「Ｙ３」であること、動画の概要が「爽やかな恋愛ドラマ・・・」であ
ることを示す情報が含まれる。
【００１３】
　続いて、サービス提供装置１００は、出資者Ｒ１０に対して、ステップＳ１１において
受け付けた企画情報によって示される企画への出資を受け付ける出資サービスを提供する
。具体的には、サービス提供装置１００は、出資者Ｒ１０に企画情報を提示することで、
提示した企画情報が示す企画への出資に関する出資情報を受け付ける（ステップＳ１２）
。例えば、サービス提供装置１００は、出資金に関する情報を含む出資情報を受け付ける
。これにより、出資者Ｒ１０は、コンテンツ制作者が作成する企画を買い取る。なお、出
資者Ｒ１０は、コンテンツ制作者ＣＰ１０や広告主Ｃ１１～Ｃ１３とは異なる第三者であ
り、例えば、投資家、評論家、専門家（キュレーターなどと呼ばれる）等に該当する。
【００１４】
　続いて、サービス提供装置１００は、出資者Ｒ１０から広告枠情報を受け付ける（ステ
ップＳ１３）。広告枠情報は、後述する広告主から入稿される広告が表示される広告枠に
関する情報であって、出資者Ｒ１０によって設定される。図１の例の場合、広告枠情報に
は、動画の冒頭に設定される３本の広告枠と、動画に含まれる各種シーンのうちスマート
フォンが使用されるシーンに設定される広告枠と、カフェのシーンに設定される広告枠と
に関する情報が含まれる。ここで、スマートフォンが使用されるシーンに設定される広告
枠や、カフェのシーンに設定される広告枠は、広告主が宣伝したい商品を映像に登場（出
演）させる出演枠を示す。例えば、スマートフォンが使用されるシーンに設定される広告
枠を落札した広告主は、動画に出演する出演者に宣伝対象のスマートフォンを利用させる
ことができる。このような特定シーンや出演者と関連付けて動画の本編に広告を表示する
手法は、プロダクトプレイスメント（Product　Placement）等と呼ばれる。
【００１５】
　そして、サービス提供装置１００は、出資者Ｒ１０から出資金が入金された場合には、
出資金の一部又は全部をコンテンツ制作者ＣＰ１０に入金する（ステップＳ１４）。なお
、入金処理は、サービス提供装置１００が行わずに、サービス提供装置１００の管理者や
運営者等が行ってもよい。
【００１６】
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　続いて、図１下段に示すように、サービス提供装置１００は、コンテンツ制作者ＣＰ１
０から受け付けた企画情報と、出資者Ｒ１０から受け付けた広告枠情報とを提示するとと
もに、動画に設定された広告枠に広告を表示する権利を広告主Ｃ１１～Ｃ１３に販売する
販売サービスを提供する。具体的には、サービス提供装置１００は、販売サービスとして
、広告を表示する権利を落札対象とするオークションサービスを提供する。すなわち、サ
ービス提供装置１００は、コンテンツ制作者ＣＰ１０が動画の制作を企画している段階で
あっても、動画に広告を組み込む権利を落札対象とするオークションを開催する。
【００１７】
　図１の例の場合、サービス提供装置１００は、コンテンツの種類、監督、出演者、概要
を公開するとともに、各広告枠に関するオークションサービスを個別に提供する。具体的
には、サービス提供装置１００は、動画の冒頭に表示される広告枠Ａ、Ｂ及びＣと、動画
の本編内に表示される広告枠Ｄ及びＥについて、それぞれ個別にオークションを開催する
。
【００１８】
　続いて、サービス提供装置１００は、それぞれのオークションにおいて広告主から入札
を受け付ける（ステップＳ１５）。その後、サービス提供装置１００は、オークション開
催期間内に最高価格を入札した広告主を落札者に決定し、落札者から落札金の入金を受け
付ける（ステップＳ１６）。そして、サービス提供装置１００は、落札者から入金された
落札金の一部又は全部を出資者Ｒ１０に入金する（ステップＳ１７）。
【００１９】
　この後の処理については後に詳述するが、サービス提供装置１００は、各広告枠に関す
るオークションの全てが成立した後、コンテンツ制作者ＣＰ１０によって制作された動画
に、落札者から受け付けた広告データを組み込むことで配信対象の動画を生成する。なお
、一般的なウェブページには、ウェブページへのアクセス毎に異なる広告主の広告が表示
されるが、第１の実施形態に係る動画等のコンテンツに設定される各広告枠には、落札者
に対応する広告データのみが組み込まれる。すなわち、落札者となった広告主は、広告が
表示される広告枠を独占することとなる。
【００２０】
　このように、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、コンテンツ制作者ＣＰ
１０によって制作される動画の企画に対する出資サービスを提供する。これにより、第１
の実施形態に係るサービス提供装置１００は、コンテンツ制作者ＣＰ１０にコンテンツ制
作にかかる資金を調達させることができるので、コンテンツ制作者ＣＰ１０による制作活
動を支援することができる。例えば、無名であっても有望なコンテンツ制作者ＣＰ１０で
あれば、出資者Ｒ１０から高く評価されることが考えられる。サービス提供装置１００は
、このような出資者Ｒ１０から出資を募る出資サービスを提供するので、無名であっても
才能のあるコンテンツ制作者ＣＰ１０が制作資金を調達することを可能にし、結果として
、このようなコンテンツ制作者ＣＰ１０による制作活動を支援することができる。このよ
うに、コンテンツ制作者ＣＰ１０は、出資者Ｒ１０によって評価されることで、制作資金
を調達することが可能になる。そして、出資者Ｒ１０は、コンテンツ制作者ＣＰ１０に制
作資金を出資する代わりに、広告主から落札金を得られる。すなわち、出資者Ｒ１０は、
コンテンツ制作者ＣＰ１０と広告主Ｃ１１～Ｃ１３との間を仲介する仲介者であるといえ
る。
【００２１】
〔２．サービス提供システムの構成〕
　次に、図２を用いて、第１の実施形態に係るサービス提供システムの構成について説明
する。図２は、第１の実施形態に係るサービス提供システム１の構成例を示す図である。
図２に示すように、サービス提供システム１には、制作者端末１１と、出資者端末１２と
、広告主端末２０１～２０ｎと、配信サーバ３０と、ユーザ端末４０１～４０ｍと、サー
ビス提供装置１００とが含まれる。制作者端末１１、出資者端末１２、広告主端末２０１

～２０ｎ、配信サーバ３０、ユーザ端末４０１～４０ｍ、及び、サービス提供装置１００
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は、通信網５０を介して、有線又は無線により通信可能に接続される。なお、図２に示し
たサービス提供システム１には、複数台の制作者端末１１や、複数台の出資者端末１２や
、複数台の配信サーバ３０や、複数台のサービス提供装置１００が含まれてもよい。
【００２２】
　制作者端末１１は、コンテンツ制作者によって利用される情報処理装置である。例えば
、制作者端末１１は、コンテンツ制作者による操作に従って、企画情報や、コンテンツ制
作者によって制作された動画等のコンテンツをサービス提供装置１００に送信する。なお
、以下では、制作者端末１１をコンテンツ制作者と表記する場合がある。すなわち、以下
では、コンテンツ制作者を制作者端末１１と読み替えることもできる。
【００２３】
　なお、コンテンツ制作者は、企画情報の入稿作業等を代理店に依頼する場合もある。こ
の場合、サービス提供装置１００によって提供されるオークションサービスを利用するの
は代理店となる。以下では、「コンテンツ制作者」といった表記は、コンテンツ制作者だ
けでなく代理店を含む概念であり、「制作者端末」といった表記は、制作者端末だけでな
く代理店によって利用される代理店端末を含む概念であるものとする。
【００２４】
　出資者端末１２は、出資者によって利用される情報処理装置である。例えば、出資者端
末１２は、出資者による操作に従って、出資情報や広告枠情報をサービス提供装置１００
に送信する。なお、以下では、出資者端末１２を出資者と表記する場合がある。すなわち
、以下では、出資者を出資者端末１２と読み替えることもできる。
【００２５】
　なお、出資者は、出資情報や広告枠情報の入稿作業等を代理店に依頼する場合もある。
この場合、サービス提供装置１００を利用するのは代理店となる。以下では、「出資者」
といった表記は、出資者だけでなく代理店を含む概念であり、「出資者端末」といった表
記は、出資者端末だけでなく代理店によって利用される代理店端末を含む概念であるもの
とする。
【００２６】
　広告主端末２０１～２０ｎは、広告主によって利用される情報処理装置である。例えば
、広告主端末２０１～２０ｎは、広告主による操作に従って、サービス提供装置１００か
らオークションサービスに関するウェブページ（以下、「オークションページ」と表記す
る場合がある）を取得したり、サービス提供装置１００に入札情報や広告データを送信し
たりする。以下では、広告主端末２０１～２０ｎを区別する必要がない場合には、これら
を総称して「広告主端末２０」と表記する場合がある。また、以下では、広告主端末２０
を広告主や入札者や落札者と表記する場合がある。すなわち、以下では、広告主や入札者
や落札者を広告主端末２０と読み替えることもできる。
【００２７】
　なお、広告主は、入札作業等を代理店に依頼する場合もある。この場合、サービス提供
装置１００によって提供されるオークションサービスを利用するのは代理店となる。以下
では、「広告主」といった表記は、広告主だけでなく代理店を含む概念であり、「広告主
端末」といった表記は、広告主端末だけでなく代理店によって利用される代理店端末を含
む概念であるものとする。
【００２８】
　配信サーバ３０は、例えば、ウェブサーバ等である。配信サーバ３０は、サービス提供
装置１００から配信対象のコンテンツを受信する。また、配信サーバ３０は、ユーザ端末
４０１～４０ｍからの要求に応じて、サービス提供装置１００から受信したコンテンツを
配信する。
【００２９】
　ユーザ端末４０１～４０ｍは、コンテンツを閲覧するユーザによって利用される情報処
理装置である。例えば、ユーザ端末４０１～４０ｍは、ユーザによる操作に従って、配信
サーバ３０から動画等のコンテンツを取得し、取得したコンテンツを表示装置（例えば、
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液晶ディスプレイ）に表示する。以下では、ユーザ端末４０１～４０ｍを区別する必要が
ない場合には、これらを総称して「ユーザ端末４０」と表記する場合がある。また、以下
では、ユーザ端末４０をユーザや視聴者と表記する場合がある。すなわち、以下では、ユ
ーザや視聴者をユーザ端末４０と読み替えることもできる。
【００３０】
　サービス提供装置１００は、例えば、ウェブサーバ等である。図１を用いて説明したよ
うに、サービス提供装置１００は、企画段階のコンテンツに組み込まれる広告枠に関する
オークションサービスを提供する。
【００３１】
　なお、上述した制作者端末１１や出資者端末１２や広告主端末２０やユーザ端末４０は
、例えば、デスクトップ型ＰＣ（Personal　Computer）や、ノート型ＰＣや、タブレット
型端末や、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal　Digital　Assistant）等により実現される。
【００３２】
〔３．サービス提供装置の構成〕
　次に、図３を用いて、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００の構成について説
明する。図３は、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００の構成例を示す図である
。図３に示すように、サービス提供装置１００は、通信部１１０と、オークション記憶部
１２１と、出資情報記憶部１２２と、制御部１３０とを有する。なお、サービス提供装置
１００は、サービス提供装置１００の管理者等から各種操作を受け付ける入力部（例えば
、キーボードやマウス等）や、各種情報を表示するための表示部（例えば、液晶ディスプ
レイ等）を有してもよい。
【００３３】
（通信部１１０について）
　通信部１１０は、例えば、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）によって実現される。
かかる通信部１１０は、通信網５０と有線又は無線で接続される。そして、通信部１１０
は、通信網５０を介して、制作者端末１１や出資者端末１２や広告主端末２０や配信サー
バ３０との間で情報の送受信を行う。
【００３４】
（記憶部について）
　オークション記憶部１２１及び出資情報記憶部１２２は、例えば、ＲＡＭ（Random　Ac
cess　Memory)、フラッシュメモリ（Flash　Memory）等の半導体メモリ素子、または、ハ
ードディスク、光ディスク等の記憶装置によって実現される。
【００３５】
（オークション記憶部１２１について）
　オークション記憶部１２１は、オークションに関する各種情報を記憶する。図４に、第
１の実施形態に係るオークション記憶部１２１の一例を示す。図４に示すように、オーク
ション記憶部１２１は、「制作者ＩＤ」、「企画ＩＤ」、「企画内容」、「オークション
ＩＤ」、「広告枠情報」、「オークション期間」、「現在価格」、「入札者ＩＤ」、「終
了日時」といった項目を有する。
【００３６】
　「制作者ＩＤ」は、コンテンツ制作者を識別するための識別情報を示す。「企画ＩＤ」
は、コンテンツ制作者によって制作することが予定されているコンテンツの企画を識別す
るための識別情報を示す。言い換えれば、「企画ＩＤ」は、企画段階のコンテンツを識別
するための識別情報を示す。「企画内容」は、コンテンツの企画内容を示す。「オークシ
ョンＩＤ」は、各広告枠に関するオークションを識別するための識別情報を示す。言い換
えれば、「オークションＩＤ」は、広告枠を識別するための識別情報を示す。「広告枠情
報」は、コンテンツに組み込まれる広告枠に関する情報を示す。「オークション期間」は
、オークションが開催される期間を示す。「現在価格」は、現時点でオークションに入札
されている入札価格の最高額を示す。「入札者ＩＤ」は、現時点で最高額の入札価格を入
札している入札者である広告主を識別するための広告主ＩＤを示す。「終了日時」は、オ
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ークションが終了した日時を示す。
【００３７】
　なお、図４において、「終了日時」に日時が格納されていないオークションが開催中又
は未開催であり、「終了日時」に日時が格納されているオークションが終了したことを示
す。また、「終了日時」に日時が格納されている場合には、現在価格が落札価格に該当す
る。
【００３８】
　以下では、制作者ＩＤをコンテンツ制作者の参照符号として用いる場合がある。例えば
、制作者ＩＤ「ＣＰ１１」によって識別されるコンテンツ制作者を「コンテンツ制作者Ｃ
Ｐ１１」と表記する場合がある。また、以下では、入札者ＩＤを広告主や入札者や落札者
の参照符号として用いる場合がある。例えば、入札者ＩＤ「Ｃ１１」によって識別される
広告主を「広告主Ｃ１１」と表記する場合がある。
【００３９】
　すなわち、図４では、コンテンツ制作者ＣＰ１１により、企画ＩＤ「Ｐ１１」によって
識別されるコンテンツが企画中であり、コンテンツの企画内容が動画等である例を示して
いる。また、図４では、コンテンツに５個の広告枠Ａ～Ｅが組み込まれる例を示している
。また、図４では、広告枠Ａに関するオークションは、オークションＩＤ「ＡＵ１１」に
よって識別され、同様に、広告枠Ｂ～Ｅに関する各オークションは、それぞれオークショ
ンＩＤ「ＡＵ１２」、「ＡＵ１３」、「ＡＵ１４」、「ＡＵ１５」によって識別される例
を示している。また、図４では、広告枠Ａ～Ｅに関する各オークションが開催中である例
を示している。このように、オークション記憶部１２１は、１つの企画ＩＤ（すなわち、
企画段階のコンテンツ）に対応付けて、コンテンツに組み込まれる各広告枠に対応するオ
ークションＩＤを記憶する。
【００４０】
　なお、オークション記憶部１２１に記憶される情報は、図４に示した例に限られない。
例えば、オークション記憶部１２１は、オークションＩＤ毎に、即座に落札することがで
きる価格を示す「即決価格」や、落札することができる最小価格を示す「最低落札価格」
などを記憶してもよい。これらの「即決価格」及び「最低落札価格」は、例えば、制作者
端末１１からサービス提供装置１００に送信される広告枠情報に含まれ、出資者によって
設定される。
【００４１】
（出資情報記憶部１２２について）
　出資情報記憶部１２２は、企画への出資に関する情報を記憶する。図５に、第１の実施
形態に出資情報記憶部１２２の一例を示す。図５に示すように、出資情報記憶部１２２は
、「企画ＩＤ」、「出資者ＩＤ」、「出資金」、「制作済みコンテンツ」といった項目を
有する。
【００４２】
　「企画ＩＤ」は、図４に示した企画ＩＤに対応する。「出資者ＩＤ」は、出資者を識別
するための識別情報を示す。以下では、出資者ＩＤを出資者の参照符号として用いる場合
がある。例えば、出資者ＩＤ「Ｒ１１」によって識別される出資者を「出資者Ｒ１１」と
表記する場合がある。
【００４３】
　「出資金」は、出資者が企画（すなわち、コンテンツ制作者）に出資する金額を示す。
「制作済みコンテンツ」は、企画に対応するコンテンツの完成品を示す。なお、図５では
、「制作済みコンテンツ」に「ＣＤ１１」といった概念的な情報が格納される例を示した
が、実際には、コンテンツ（例えば、動画）や、コンテンツの格納場所を示すファイルパ
ス名や、コンテンツを識別するための識別情報や、コンテンツのタイトルなどが格納され
る。
【００４４】
　すなわち、図５では、企画ＩＤ「Ｐ１１」によって識別される企画に対して、出資者Ｒ
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１１が出資金「ＡＡＡ円」を出資している例を示している。図５では、企画ＩＤ「Ｐ１２
」によって識別される企画に対して、出資者Ｒ１２が出資金「ＢＢＢ円」を出資している
例を示している。
【００４５】
（制御部１３０について）
　図３の説明に戻って、制御部１３０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit
）やＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）等によって、サービス提供装置１００内部の記
憶装置に記憶されている各種プログラム（サービス提供プログラムの一例に相当）がＲＡ
Ｍを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部１３０は、例えば、
ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）やＦＰＧＡ（Field　Program
mable　Gate　Array）等の集積回路により実現される。
【００４６】
　図３に示すように、制御部１３０は、企画受付部１３１と、サービス提供部１３２と、
算定部１３３と、コンテンツ受付部１３４と、生成部１３５と、送信部１３６とを有し、
以下に説明する情報処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部１３０の内部
構成は、図３に示した構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構成で
あってもよい。また、制御部１３０が有する各処理部の接続関係は、図３に示した接続関
係に限られず、他の接続関係であってもよい。
【００４７】
（企画受付部１３１について）
　企画受付部１３１は、コンテンツ制作者によって制作されるコンテンツの企画に関する
企画情報を受け付ける。具体的には、企画受付部１３１は、コンテンツ制作を予定してい
るコンテンツ制作者（例えば、制作者端末１１）から、企画情報を受け付ける。そして、
企画受付部１３１は、企画情報を受け付けた場合に、新たな企画ＩＤを払い出し、払い出
した企画ＩＤに対応付けて、企画情報をオークション記憶部１２１の「企画内容」に格納
する。このとき、企画受付部１３１は、企画情報の送信元であるコンテンツ制作者に対応
する制作者ＩＤをオークション記憶部１２１に格納する。この制作者ＩＤは、例えば、コ
ンテンツ制作者によって企画情報とともに送信される。または、サービス提供装置１００
によって提供される各種サービスを利用する際にログインを要する場合には、コンテンツ
制作者のログインＩＤ等を制作者ＩＤとしてもよい。
【００４８】
　なお、企画受付部１３１は、例えば企画情報を解析することで、コンテンツの種類、監
督、出演者などの各項目に対応する情報を抽出する。例えば、企画情報がＸＭＬ（Extens
ible　Markup　Language）等のマークアップ言語で記述されている場合には、企画受付部
１３１は、企画情報から各項目に対応する情報を容易に抽出することができる。また、企
画情報のフォーマットが予め決められている場合には、企画受付部１３１は、予め決めら
れている形式に基づいて、企画情報から各種情報を容易に抽出することができる。
【００４９】
　また、企画受付部１３１は、企画情報を入力するための入稿サイトをコンテンツ制作者
に提供してもよい。例えば、企画受付部１３１は、コンテンツの種類や、企画内容等を入
力するための入稿サイトを提供する。この場合、企画受付部１３１は、入稿サイトに入力
された各種情報を企画情報として受け付ける。
【００５０】
　また、企画受付部１３１は、企画に出資した出資者（例えば、出資者端末１２）から、
かかる企画に対応するコンテンツに設定される広告枠に関する広告枠情報を受け付ける。
そして、企画受付部１３１は、広告枠情報を受け付けた場合に、広告枠毎にオークション
ＩＤを払い出す。そして、企画受付部１３１は、企画ＩＤに対応付けて、広告枠毎のオー
クションＩＤをオークション記憶部１２１に格納し、さらに、各オークションＩＤに対応
付けて、広告枠情報をオークション記憶部１２１の「広告枠情報」に格納する。上記の企
画ＩＤは、例えば、後述するサービス提供部１３２によって出資者に通知され、広告枠情
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報に含まれるものとする。
【００５１】
　なお、企画受付部１３１は、例えば広告枠情報を解析することで、広告枠が再生される
時間的な位置（以下、再生位置と表記する場合がある）や、広告枠の再生時間や、広告枠
の表示サイズなどの各項目に対応する情報を抽出する。例えば、広告枠情報がＸＭＬ等の
マークアップ言語で記述されている場合には、企画受付部１３１は、広告枠情報から各項
目に対応する情報を容易に抽出することができる。また、広告枠情報のフォーマットが予
め決められている場合には、企画受付部１３１は、予め決められている形式に基づいて、
広告枠情報から各種情報を容易に抽出することができる。
【００５２】
　また、企画受付部１３１は、出資者によって設定されたオークション期間を含む広告枠
情報を受け付けてもよい。この場合、企画受付部１３１は、広告枠情報に含まれるオーク
ション期間をオークション記憶部１２１に格納する。ただし、この例に限られず、企画受
付部１３１は、予め決められているオークション期間をオークション記憶部１２１に格納
してもよい。例えば、企画受付部１３１は、広告枠情報を受け付けた日時から所定の日数
が経過するまでの期間をオークション期間としてもよい。
【００５３】
　また、企画受付部１３１は、広告枠情報を入力するための入稿サイトを出資者に提供し
てもよい。例えば、企画受付部１３１は、広告枠の再生位置や再生時間や表示サイズ等を
入力するための入稿サイトを提供する。この場合、企画受付部１３１は、入稿サイトに入
力された各種情報を広告枠情報として受け付ける。
【００５４】
（サービス提供部１３２について）
　サービス提供部１３２は、企画受付部１３１によって受け付けられた企画情報によって
示される企画への出資を受け付ける出資サービスを提供する。また、サービス提供部１３
２は、出資サービスにおいて出資された企画に対応するコンテンツとともに広告を表示さ
せる権利を落札対象とするオークションサービスを提供する。
【００５５】
　具体的には、サービス提供部１３２は、出資者端末１２から企画に出資するためのウェ
ブページ（以下、「出資ページ」と表記する場合がある）の取得要求を受信した場合に、
出資ページを出資者端末１２に提供する。このとき、サービス提供部１３２は、コンテン
ツの企画内容などが掲載されている出資ページを提供する。
【００５６】
　一例を挙げて説明すると、サービス提供部１３２は、オークション記憶部１２１から、
企画中のコンテンツに関する各種情報を取得する。図４の例の場合、サービス提供部１３
２は、オークション記憶部１２１から、企画ＩＤ毎に企画内容を取得する。そして、サー
ビス提供部１３２は、企画中のコンテンツに関する企画内容の一覧が表示される一覧ペー
ジを生成し、生成した一覧ページを出資者端末１２に送信する。これにより、サービス提
供部１３２は、一覧ページから選択された企画に対応する企画ＩＤを含む取得要求を出資
者端末１２から受信する。この場合、サービス提供部１３２は、取得要求に含まれる企画
ＩＤに対応する各種情報を用いて、出資ションページを生成し、生成した出資ページを出
資者端末１２に提供する。
【００５７】
　ここで、図６に、第１の実施形態に係る出資ページＷ１０の一例を示す。図６に示す例
のように、サービス提供部１３２は、出資ページＷ１０の企画表示欄Ｔ１１に、オークシ
ョン記憶部１２１に記憶されている各企画内容を掲載する。
【００５８】
　なお、ここでは図示することを省略するが、サービス提供部１３２は、企画表示欄Ｔ１
１に表示されている出資ボタンが押下された場合には、出資金を入力するための入力ペー
ジを出資者端末１２に提供する。これにより、サービス提供部１３２は、入力ページを介
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して、出資金を含む出資情報を出資者端末１２から受信し、受信した出資情報を出資情報
記憶部１２２に格納する。
【００５９】
　また、サービス提供部１３２は、広告主端末２０からオークションページの取得要求を
受信した場合に、オークションページを広告主端末２０に提供する。このとき、サービス
提供部１３２は、コンテンツの企画内容と、企画への出資に関する情報と、広告枠毎のオ
ークションに関する情報とが掲載されているオークションページを提供する。
【００６０】
　一例を挙げて説明すると、サービス提供部１３２は、オークション記憶部１２１から、
企画中のコンテンツに関する各種情報を取得する。図４の例の場合、サービス提供部１３
２は、オークション記憶部１２１から、企画ＩＤ毎に、企画内容や、オークションＩＤ毎
の広告枠情報、現在価格、入札者ＩＤ及び終了日時などを取得する。このとき、サービス
提供部１３２は、開催中のオークションが１つ以上存在する企画ＩＤに対応する各種情報
のみを取得する。具体的には、サービス提供部１３２は、現在日時がオークション期間に
含まれ、かつ、終了日時に日付の情報が格納されていないオークションＩＤに対応する企
画ＩＤを特定し、特定した企画ＩＤに対応する各種情報をオークション記憶部１２１から
取得する。また、サービス提供部１３２は、オークション記憶部１２１から取得した企画
ＩＤに対応する出資情報を出資情報記憶部１２２から取得する。
【００６１】
　そして、サービス提供部１３２は、企画中のコンテンツに関する各種情報の一覧が表示
されるウェブページである一覧ページを生成する。そして、サービス提供部１３２は、生
成した一覧ページを広告主端末２０に送信する。これにより、サービス提供部１３２は、
一覧ページから選択された企画中のコンテンツに対応する企画ＩＤを含む取得要求を広告
主端末２０から受信する。この場合、サービス提供部１３２は、取得要求に含まれる企画
ＩＤに対応する各種情報を用いて、企画内容や出資に関する情報等が掲載されているオー
クションページを生成し、生成したオークションページを広告主端末２０に提供する。
【００６２】
　また、サービス提供部１３２は、オークションページを介して、入札価格を含む入札情
報を広告主端末２０から受信する。この場合、サービス提供部１３２は、入札対象のオー
クションを示すオークションＩＤに対応付けて、入札情報に含まれる入札価格をオークシ
ョン記憶部１２１に格納する。このとき、サービス提供部１３２は、入札情報の送信元で
ある入札者に対応する入札者ＩＤについてもオークション記憶部１２１に格納する。なお
、サービス提供部１３２は、入札情報とともに入札者ＩＤを受け付けてもよいし、入札者
のログインＩＤ等を入札者ＩＤとしてもよい。また、サービス提供部１３２は、オークシ
ョンが成立した場合には、オークションが終了した日時をオークション記憶部１２１の終
了日時に格納する。
【００６３】
　ここで、図７に、第１の実施形態に係るオークションページＷ２０の一例を示す。図７
では、図４に示した企画ＩＤ「Ｐ１１」に対応するオークションページＷ２０の一例を示
す。図７に示す例のように、サービス提供部１３２は、オークションページＷ２０の企画
表示欄Ｔ２１に、オークション記憶部１２１に記憶されている企画内容を掲載する。また
、サービス提供部１３２は、出資表示欄Ｔ２２に、出資情報記憶部１２２に記憶されてい
る出資情報を掲載する。また、サービス提供部１３２は、入札表示欄Ｔ２３に、各オーク
ションＩＤに対応付けてオークション記憶部１２１に記憶されている広告枠情報等を掲載
する。また、サービス提供部１３２は、イメージ表示欄Ｔ２４に、広告枠の再生位置が視
認可能なイメージ図を掲載する。このように、サービス提供部１３２は、広告枠情報に複
数の広告枠に関する情報が含まれる場合には、全ての広告枠情報をオークションページＷ
２０に掲載するとともに、各広告枠に関するオークションを個別に開催する。
【００６４】
　なお、ここでは図示することを省略するが、サービス提供部１３２は、入札表示欄Ｔ２
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３に表示されている入札ボタンが押下された場合には、入札価格を入力するための入札ペ
ージを広告主端末２０に提供する。これにより、サービス提供部１３２は、入札ページを
介して、入札価格を含む入札情報を広告主端末２０から受信する。
【００６５】
　そして、サービス提供部１３２は、各広告枠に関する全てのオークションが終了した場
合に、全てのオークションが正式に成立したものとする。具体的には、サービス提供部１
３２は、各広告枠に関するオークションのうち一部のオークションが終了した場合であっ
ても、全てのオークションが成立するまでは、かかる一部のオークションが仮に成立した
状態であるものとする。図６に示した例の場合、サービス提供部１３２は、広告枠Ａ～Ｅ
に関する５個のオークションを開催する。ここで、各オークションの開催期間が異なる場
合や、各オークションに即決価格が設定されている場合には、５個のオークションが同時
に終了するとは限らない。例えば、５個のオークションのうち、広告枠Ａに関するオーク
ションのみが終了したものとする。この場合、サービス提供部１３２は、５個のオークシ
ョンの全てが成立するまでは、広告枠Ａに関するオークションが仮に成立した状態であり
、落札者が仮に決定された状態であるものとする。そして、サービス提供部１３２は、５
個のオークションの全てが終了した後に、全てのオークションが正式に成立したものとし
て、各オークションの落札者を確定させる。すなわち、サービス提供部１３２は、落札者
が決定してオークションが終了するたびにオークション記憶部１２１に終了日時を格納す
るが、１つの企画ＩＤに対応付けられている複数のオークションＩＤのうち、全てのオー
クションＩＤに対応する終了日時を格納した場合に、全てのオークションが正式に成立し
たものとする。
【００６６】
　ここで、サービス提供部１３２は、複数のオークションのうち、一部のオークションが
成立しなかった場合には、全てのオークションを不成立としてもよい。オークションが成
立しない態様としては、入札件数が１件もなかった場合や、入札価格の最高額が最低落札
価格に達しない場合などが挙げられる。この場合に、サービス提供部１３２は、全てのオ
ークションを再度開催してもよい。または、サービス提供部１３２は、成立しなかった一
部のオークションのみを再度開催してもよい。このとき、サービス提供部１３２は、再度
開催するオークションには、前回の最低落札価格よりも低い最低落札価格を設定してもよ
い。または、サービス提供部１３２は、複数のオークションのうち一部のオークションが
成立しなかった場合には、その旨をコンテンツ制作者に通知してもよい。そして、サービ
ス提供部１３２は、コンテンツ制作者からの指示に従って、全てのオークションを再度開
催してもよいし、成立しなかった一部のオークションのみを再度開催するか決定してもよ
い。
【００６７】
　なお、図７に示したオークションページＷ２０は、図示した例に限られない。例えば、
サービス提供部１３２は、コンテンツ制作者の氏名等を企画表示欄Ｔ２１に掲載してもよ
い。また、例えば、サービス提供部１３２は、最高価格を入札している入札者に関する情
報（例えば、企業名や業種）を表示してもよい。また、例えば、出資者は、落札価格の目
標額を広告枠情報に設定してもよい。この場合に、サービス提供部１３２は、落札価格の
目標額を企画表示欄Ｔ２１に掲載してもよい。また、例えば、サービス提供部１３２は、
オークションの開催期間を入札表示欄Ｔ２３に掲載してもよい。また、例えば、サービス
提供部１３２は、イメージ表示欄Ｔ２４にイメージ図を掲載しなくてもよい。
【００６８】
（算定部１３３について）
　算定部１３３は、出資者から入金される出資金、及び、落札者から入金される落札金を
管理し、コンテンツ制作者及び出資者に支払う料金を算定する。なお、サービス提供装置
１００の管理者は、サービス提供部１３２によって提供される出資サービスにおいて企画
に出資した出資者から出資金を受け付ける。算定部１３３は、このような出資者から得ら
れた出資金のうち、コンテンツ制作者に支払う料金を算定する。具体的には、算定部１３
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３は、コンテンツ制作にかかる費用として、コンテンツ制作者に支払われる料金を算定す
る。このとき、算定部１３３は、出資金の一部を手数料として徴収した上で、手数料を減
算した後の出資金をコンテンツ制作者に分配してもよい。
【００６９】
　ここで、算定部１３３は、コンテンツ制作者に料金を送金する送金処理を行ってもよい
。このとき、算定部１３３は、出資者から出資金が入金された場合であっても、即座に全
ての出資金をコンテンツ制作者に送金せずに蓄積しておく。そして、算定部１３３は、コ
ンテンツ制作者からコンテンツ制作にかかる費用を請求されるたびに、蓄積している出資
金から請求額に相当する金額をコンテンツ制作者に送金する。例えば、算定部１３３は、
コンテンツ制作時に実際に消費した衣料費や撮影費や食費などの請求データや、コンテン
ツ制作において直近で消費する可能性のある衣料費や撮影費や食費などの請求データを制
作者端末１１から受信する。そして、算定部１３３は、受信した請求データに対応する金
額をコンテンツ制作者に送金する。
【００７０】
　このように、算定部１３３は、出資者から入金される出資金を即座にコンテンツ制作者
に送金せずに、コンテンツ制作者からの要求に応じて徐々に出資金を送金する。これによ
り、算定部１３３は、実際にはコンテンツを制作しないコンテンツ制作者に出資金が持ち
逃げされることを防止できる。この結果、算定部１３３は、サービス提供装置１００によ
り提供されるオークションサービスが悪用されることを防止できる。
【００７１】
　なお、コンテンツ制作者から請求される総額が出資金よりも低い場合には、算定部１３
３によって管理されている出資金は余ることとなる。この場合、算定部１３３は、コンテ
ンツ制作者がコンテンツを制作した後に、余剰金をコンテンツ制作者や出資者に送金して
もよい。これにより、算定部１３３は、コンテンツを完成させたことに対する報酬をコン
テンツ制作者に支払うことになるので、コンテンツ制作者の創作意欲を向上させることが
できる。
【００７２】
　また、サービス提供装置１００の管理者は、サービス提供部１３２によって提供される
オークションサービスにおいて落札者となった広告主から、広告を表示する権利の購入料
として落札金を受け付ける。算定部１３３は、このような落札者から得られた落札金のう
ち、出資者に支払う料金を算定する。例えば、算定部１３３は、落札金の一部を手数料と
して徴収した上で、手数料を減算した後の落札金を出資者に分配する。
【００７３】
　なお、上記例では、算定部１３３が出資金や落札金を送金する例を示したが、算定部１
３３は、コンテンツ制作者や出資者に送金する金額を算定する処理のみを行ってもよい。
そして、サービス提供装置１００の管理者等が、算定部１３３によって算定された金額を
コンテンツ制作者や出資者に送金してもよい。
【００７４】
（コンテンツ受付部１３４について）
　コンテンツ受付部１３４は、コンテンツ制作者（例えば、制作者端末１１）から企画情
報に対応するコンテンツを受け付ける。例えば、コンテンツ受付部１３４は、企画情報を
送信したコンテンツ制作者がコンテンツを完成させた場合に、コンテンツの完成品を受け
付ける。また、コンテンツ受付部１３４は、落札者（例えば、広告主端末２０）から、広
告枠に組み込まれる広告データを受け付ける。
【００７５】
　なお、広告を表示する権利を有する落札者は、この権利を他の広告主に譲渡してもよい
。この場合、コンテンツ受付部１３４は、落札者に限らず、広告を表示する権利を有する
広告主から広告データを受け付ける。以下、単に「落札者」と表記する場合であっても、
この落札者には、広告を表示する権利が譲渡された広告主も含まれるものとする。
【００７６】
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（生成部１３５について）
　生成部１３５は、コンテンツ受付部１３４によって受け付けられたコンテンツ及び広告
データを合成することで、合成コンテンツを生成する。具体的には、生成部１３５は、サ
ービス提供部１３２によって提供されるオークションサービスにおいて、所定の企画情報
（企画ＩＤ）に対応する全てのオークションが成立した後に、合成コンテンツを生成する
。このとき、生成部１３５は、オークション記憶部１２１に記憶されている広告枠情報に
基づいて、コンテンツ制作者によって制作されたコンテンツに設定されている広告枠に、
かかる広告枠に広告を表示する権利を落札した広告主の広告データを組み込むことで合成
コンテンツを生成する。そして、生成部１３５は、合成コンテンツを生成した場合に、出
資情報記憶部１２２の「制作済みコンテンツ」に合成コンテンツを格納する。このとき、
生成部１３５は、合成コンテンツの格納場所を示すファイルパス名や、合成コンテンツを
識別するための識別情報や、合成コンテンツのタイトルなどを出資情報記憶部１２２の「
制作済みコンテンツ」に格納してもよい。
【００７７】
　なお、上述したように、広告主によって落札される広告枠は、プロダクトプレイスメン
トのように、宣伝商品を映像に登場させる出演枠に該当する場合もある。この場合、コン
テンツ制作者は、例えば落札者である広告主から宣伝商品を受け取り、受け取った宣伝商
品を用いて動画等のコンテンツを制作することになる。このため、広告枠がプロダクトプ
レイスメントである場合には、コンテンツ制作者が、広告データを含む合成コンテンツを
制作することになる。すなわち、コンテンツ受付部１３４によって受け付けられたコンテ
ンツが合成コンテンツに該当する場合がある。このようなことから、上述した生成部１３
５は、コンテンツに設定される広告枠がプロダクトプレイスメントのみである場合には、
合成コンテンツの生成処理を行わない。言い換えれば、生成部１３５は、図１等に示した
広告枠Ａ～Ｃのように、コンテンツの完成品に組み込むことが可能な広告枠がコンテンツ
に設定されている場合に、上述した合成コンテンツの生成処理を行う。
【００７８】
（送信部１３６について）
　送信部１３６は、生成部１３５によって生成された合成コンテンツ、又は、コンテンツ
受付部１３４によって受け付けられた合成コンテンツを配信サーバ３０に送信する。これ
により、配信サーバ３０は、ユーザ端末４０からの要求に応じて、広告データが組み込ま
れた合成コンテンツをユーザ端末４０に配信することとなる。
【００７９】
〔４．サービス提供処理手順〕
　次に、図８を用いて、第１の実施形態に係るサービス提供システム１によるサービス提
供処理の手順について説明する。図８は、第１の実施形態に係るサービス提供システム１
によるサービス提供処理手順を示すシーケンス図である。
【００８０】
　図８に示すように、制作者端末１１は、コンテンツ制作者による操作に従って、企画情
報をサービス提供装置１００に送信する（ステップＳ１０１）。この場合、サービス提供
装置１００は、企画情報をオークション記憶部１２１に格納する。
【００８１】
　続いて、サービス提供装置１００は、出資者端末１２からアクセスされた場合に、企画
情報を出資者端末１２に送信する（ステップＳ１０２）。そして、出資者端末１２は、出
資者による操作に従って、企画情報によって示される企画への出資に関する出資情報をサ
ービス提供装置１００に送信する（ステップＳ１０３）。なお、出資者端末１２は、上述
した入稿サイトに出資者により入力された出資情報をサービス提供装置１００に送信して
もよい。
【００８２】
　また、出資者端末１２は、出資者による操作に従って、広告枠情報をサービス提供装置
１００に送信する（ステップＳ１０４）。例えば、サービス提供装置１００は、出資者端
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末１２からアクセスされた場合に、広告枠情報を入力するための入稿サイトを提供するこ
とで、出資者端末１２から広告枠情報を受け付ける。このとき、サービス提供装置１００
は、出資者が出資している企画情報が掲載された入稿サイトを出資者端末１２に提供して
もよい。
【００８３】
　続いて、サービス提供装置１００は、広告主端末２０からオークションページの取得要
求を受信した場合に（ステップＳ１０５）、企画情報が掲載されたオークションページを
広告主端末２０に提供する（ステップＳ１０６）。そして、サービス提供装置１００は、
オークションページを介して、入札価格を含む入札情報を広告主端末２０から受信する（
ステップＳ１０７）。このようにして、サービス提供装置１００は、広告主端末２０を含
む複数の広告主端末から入札情報を受信する。
【００８４】
　そして、サービス提供装置１００は、広告主端末２０から受信した入札情報に基づいて
、落札者を決定する（ステップＳ１０８）。例えば、サービス提供装置１００は、オーク
ション開催期間が満了した日時に最高価格を入札している広告主を落札者に決定する。
【００８５】
　また、広告主端末２０は、広告主による操作に従って、広告データをサービス提供装置
１００に送信する（ステップＳ１０９）。また、制作者端末１１は、コンテンツ制作が完
成したコンテンツ制作者による操作に従って、完成したコンテンツをサービス提供装置１
００に送信する（ステップＳ１１０）。
【００８６】
　そして、サービス提供装置１００は、制作者端末１１から受け付けたコンテンツに、広
告主端末２０から受け付けた広告データを組み込むことで合成コンテンツを生成し、生成
した合成コンテンツを配信サーバ３０に送信する（ステップＳ１１１）。これにより、配
信サーバ３０は、合成コンテンツをユーザ端末４０に配信する。
【００８７】
〔５．効果〕
　上述してきたように、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、企画受付部１
３１と、サービス提供部１３２とを有する。企画受付部１３１は、コンテンツ制作者によ
って制作されるコンテンツ（第１コンテンツの一例）の企画に関する企画情報を受け付け
る。サービス提供部１３２は、企画情報によって示される企画への出資を受け付ける出資
サービスと、コンテンツとともに広告（第２コンテンツの一例）を表示させる権利を落札
対象とするオークションサービス（販売サービスの一例）とを提供する。
【００８８】
　これにより、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、コンテンツ制作者にコ
ンテンツ制作にかかる資金を調達させることができるので、コンテンツ制作者による制作
活動を支援することができる。すなわち、サービス提供装置１００は、コンテンツ制作者
に付加価値のあるサービスを提供することができる。
【００８９】
　また、第１の実施形態に係る企画受付部１３１は、出資サービスにおいて企画に出資し
た出資者によってコンテンツに設定される枠であって、広告が表示される枠に関する広告
枠情報（枠情報の一例）を受け付ける。また、サービス提供部１３２は、オークションサ
ービスとして、広告枠情報によって示される枠に広告を表示する権利を落札対象とするオ
ークションサービスを提供する。
【００９０】
　これにより、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、企画を買い取った出資
者の意向に沿った広告表示を実現することができる。この結果、サービス提供装置１００
は、出資者にとって有用な出資サービスを提供することができる。
【００９１】
　また、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、算定部１３３を有する。算定



(17) JP 6283050 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

部１３３は、広告を表示する権利を有する落札者（権利者の一例）によって支払われる落
札金（購入料の一例）から、企画に出資した出資者に支払われる料金を算定する。
【００９２】
　これにより、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、出資に対する報酬を出
資者に与えることができる。このため、サービス提供装置１００は、出資サービスを利用
する出資者の数を増大させることができ、サービス提供部１３２によって提供されるオー
クションサービスを活性化することができる。
【００９３】
　また、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、コンテンツ受付部１３４と、
生成部１３５とを有する。コンテンツ受付部１３４は、動画等のコンテンツを受け付ける
とともに、落札者から広告データを受け付ける。生成部１３５は、コンテンツ受付部１３
４によって受け付けられたコンテンツに広告データを組み込んだ合成コンテンツを生成す
る。
【００９４】
　これにより、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、広告主の広告データが
確実に組み込まれた合成コンテンツをユーザ端末４０等に提供することができる。
【００９５】
　また、第１の実施形態に係るサービス提供部１３２は、販売サービスとして、広告を表
示する権利をオークションにより販売するオークションサービスを提供する。
【００９６】
　これにより、第１の実施形態に係るサービス提供装置１００は、広告主に入札を競わせ
ることができるので、入札金を高騰させることができる。この結果、サービス提供装置１
００は、高額な製作費をコンテンツ制作者に提供することができるので、コンテンツ制作
者による制作活動を支援することができる。
【００９７】
（第２の実施形態）
　上記第１の実施形態では、図７に例示したオークションページＷ２０のように、出資情
報を広告主に提示する例を示した。第２の実施形態では、出資者が過去に出資した出資実
績や、出資者が過去に出資した企画に関する情報等を提示する例について説明する。
【００９８】
〔１．サービス提供装置の構成〕
　まず、図９を用いて、第２の実施形態に係るサービス提供装置２００の構成について説
明する。図９は、第２の実施形態に係るサービス提供装置２００の構成例を示す図である
。図９に示すように、サービス提供装置２００は、制作履歴記憶部２２３と、制御部２３
０とを有する。
【００９９】
　制作履歴記憶部２２３は、コンテンツ制作者が過去に制作したコンテンツに関する情報
を記憶する。図１０に、第２の実施形態に係る制作履歴記憶部２２３の一例を示す。図１
０に示すように、制作履歴記憶部２２３は、「制作者ＩＤ」、「制作済みコンテンツ」、
「閲覧数」といった項目を有する。
【０１００】
　「制作者ＩＤ」は、図４に示した制作者ＩＤに対応する。「制作済みコンテンツ」は、
図５に示した制作済みコンテンツに対応する。「閲覧数」は、コンテンツが閲覧された回
数を示す。言い換えれば、「閲覧数」は、配信サーバ３０によってユーザ端末４０にコン
テンツが配信された回数（ＰＶ数などと呼ばれる）を示す。図１０では、「閲覧数」に１
ヶ月当たりの閲覧数の平均値が記憶される例を示す。
【０１０１】
　すなわち、図１０では、コンテンツ制作者ＣＰ１１により、過去にコンテンツ「ＣＤ１
１」、「ＣＤ１２」、「ＣＤ１３」、「ＣＤ１４」が制作された例を示している。また、
図１０では、コンテンツ「ＣＤ１１」が１ヶ月当たり１００００回閲覧される例を示して
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いる。
【０１０２】
　なお、第２の実施形態に係るサービス提供装置２００は、定期的に配信サーバ３０にア
クセスすることで、合成コンテンツ毎の配信数を配信サーバ３０から取得する。そして、
サービス提供装置２００は、各合成コンテンツの配信数を、かかる合成コンテンツ（制作
済みコンテンツ）に対応付けて、制作履歴記憶部２２３の閲覧数に格納する。このとき、
サービス提供装置２００は、配信サーバ３０から取得した合成コンテンツ毎の配信数を蓄
積しておき、所定期間（例えば、１ヶ月）当たりの閲覧数の平均値を算出し、算出した閲
覧数の平均値を制作履歴記憶部２２３の閲覧数に格納する。
【０１０３】
　制御部２３０は、図９に示すように、サービス提供部２３２を有する。サービス提供部
２３２は、企画情報及び出資情報だけでなく、出資者が過去に出資した企画に対応する制
作済みコンテンツに関する情報を提示し、上述してきたオークションサービスを提供する
。
【０１０４】
　ここで、図１１に、第２の実施形態に係るオークションページＷ３０の一例を示す。図
１１に示す例のように、サービス提供部２３２は、オークションページＷ３０の出資表示
欄Ｔ３２に、出資情報記憶部１２２に記憶されている出資情報を掲載する。このとき、サ
ービス提供部２３２は、出資表示欄Ｔ３２に表示される出資者等が押下された場合には、
出資者の出資実績が掲載されたウェブページ（以下、「出資実績ページ」と表記する場合
がある）を広告主端末２０に提供する。
【０１０５】
　図１２に、第２の実施形態に係る出資実績ページＷ４０の一例を示す。図１２に示す例
のように、出資実績ページＷ４０には、オークションページＷ３０において選択された出
資者による過去の出資実績が掲載される。具体的には、サービス提供部２３２は、オーク
ションページＷ３０において選択された出資者の出資者ＩＤに対応する出資金や制作済み
コンテンツ等を出資情報記憶部１２２から取得する。また、サービス提供部２３２は、出
資情報記憶部１２２から取得した制作済みコンテンツに対応する閲覧数を制作履歴記憶部
２２３から取得する。そして、サービス提供部２３２は、図１２に示すように、出資情報
記憶部１２２から取得した制作済みコンテンツを「出資したコンテンツ」に掲載するとと
もに、制作済みコンテンツに対する出資金と、制作履歴記憶部２２３から取得した閲覧数
（ＰＶ数）とを掲載する。
【０１０６】
　なお、サービス提供部２３２は、制作済みコンテンツに関する情報として、出資金や閲
覧数（ＰＶ数）だけでなく、制作済みコンテンツに対応する企画情報を出資実績ページＷ
４０に掲載してもよい。この場合、サービス提供部２３２は、オークション記憶部１２１
に記憶されている企画情報を出資実績ページＷ４０に掲載する。
【０１０７】
　また、サービス提供部２３２は、制作済みコンテンツに関する情報として、コンテンツ
制作者が制作済みコンテンツを制作する際にかかった費用や工数などを出資実績ページＷ
４０に掲載してもよい。また、サービス提供部２３２は、制作済みコンテンツに関する情
報として、制作済みコンテンツが提供されたユーザによる制作済みコンテンツに対する評
価、又は、制作済みコンテンツに広告を表示する権利を有する広告主による制作済みコン
テンツに対する評価などを出資実績ページＷ４０に掲載してもよい。この場合、サービス
提供装置２００は、費用や工数に関する情報を制作者端末１１から取得し、制作済みコン
テンツに対する広告主の評価に関する情報を広告主端末２０から取得し、制作済みコンテ
ンツに対するユーザの評価に関する情報を配信サーバ３０から取得する。そして、サービ
ス提供装置２００は、このようにして取得した費用や工数等の情報を制作履歴記憶部２２
３に格納する。そして、サービス提供部２３２は、制作履歴記憶部２２３に記憶されてい
る費用や工数等を出資実績ページＷ４０に掲載する。
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【０１０８】
　また、サービス提供部２３２は、図１１のオークションページＷ３０に表示される企画
情報の送信主であるコンテンツ制作者が過去に制作した制作済みコンテンツを提示し、上
述してきたオークションサービスを提供してもよい。例えば、サービス提供部２３２は、
オークションページＷ３０からコンテンツ制作者の制作実績が掲載されたウェブページで
ある制作実績ページへのリンクを張ってもよい。この場合、サービス提供部２３２は、コ
ンテンツ制作者が過去に制作した制作済みコンテンツに関する情報として、かかる制作済
みコンテンツに対応する企画への出資金、制作済みコンテンツの閲覧数、コンテンツ制作
にかかった費用や工数、ユーザや広告主からの制作済みコンテンツに対する評価などを制
作実績ページに掲載する。
【０１０９】
〔２．効果〕
　上述してきたように、第２の実施形態に係るサービス提供装置２００は、サービス提供
部２３２を有する。サービス提供部２３２は、出資者が過去に出資した企画に対応する制
作済みコンテンツに関する情報を提示し、オークションサービスを提供する。
【０１１０】
　また、第２の実施形態に係るサービス提供部２３２は、コンテンツ制作者が過去に制作
した制作済みコンテンツに関する情報を提示し、オークションサービスを提供する。
【０１１１】
　これにより、第２の実施形態に係るサービス提供装置２００は、動画の企画段階にオー
クションを開催する場合であっても、広告主に対して入札時に参考となる情報を提供する
ことができるので、付加価値の高いサービスを広告主に提供することができる。
【０１１２】
（第３の実施形態）
　上記第１の実施形態では、出資者から受け付けた広告枠情報に基づいて、オークション
サービスを広告主に提供する例を示した。第３の実施形態では、広告を表示する権利の販
売を促進するための販売促進サービスを出資者に提供する例について説明する。
【０１１３】
〔１．サービス提供処理〕
　まず、図１３を用いて、第３の実施形態に係るサービス提供処理の一例について説明す
る。図１３は、第３の実施形態に係るサービス提供処理の一例を示す図である。図１３に
示すように、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、コンテンツ制作者ＣＰ１
０から企画情報を受け付ける（ステップＳ２１）。続いて、サービス提供装置３００は、
出資者Ｒ１１からアクセスされた場合に、ステップＳ２１において受け付けた企画情報を
出資者Ｒ１１に送信する（ステップＳ２２）。そして、サービス提供装置３００は、出資
者Ｒ１１から出資情報及び広告枠情報を受け付ける（ステップＳ２３）。ステップＳ２１
～Ｓ２３における処理は、図８に示したステップＳ１０１～Ｓ１０４における処理に対応
する。
【０１１４】
　ここで、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、出資者Ｒ１１に対して、広
告枠に広告を表示する権利の販売を促進するための販売促進サービスを提供する。具体的
には、図１３に示すように、サービス提供装置３００は、販売促進サービスとして、出資
者Ｒ１１から提供先情報及び販売促進情報を受け付ける（ステップＳ２４）。提供先情報
は、オークションサービスの提供先であって、出資者Ｒ１１によって選択された広告主に
関する情報を含む。販売促進情報は、広告を表示する権利の販売促進に関する情報を含む
。例えば、販売促進情報には、企画やコンテンツ制作者を推薦、紹介、宣伝するためのメ
ッセージが含まれる。
【０１１５】
　続いて、サービス提供装置３００は、ステップＳ２３において受け付けた企画情報に基
づいて、オークションサービスを広告主に提供する（ステップＳ２５）。具体的には、サ
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ービス提供装置３００は、ステップＳ２４において受け付けた提供先情報によって示され
る広告主のみにオークションサービスを提供する。このとき、サービス提供装置３００は
、ステップＳ２４において受け付けた販売促進情報が掲載されたオークションページを提
供する。これにより、サービス提供装置３００は、広告主から入札を受け付ける（ステッ
プＳ２６）。
【０１１６】
　このように、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、提供先情報を受け付け
るといった販売促進サービスを出資者Ｒ１１に提供する。これにより、サービス提供装置
３００は、出資者Ｒ１１が所望する広告主に対してのみオークションサービスを提供する
ことができる。例えば、出資者Ｒ１１によっては、コンテンツの種別（カテゴリ）と合致
する広告主のみをオークションに参加させることを望む場合がある。これにより、出資者
Ｒ１１は、同業者の広告主間で入札を競争させることができるので、入札金の高騰を図る
ことができ、結果として広告を表示する権利の販売を促進することができる。また、出資
者Ｒ１１によっては、コンテンツの種別（カテゴリ）と合致する広告主の広告がコンテン
ツに組み込まれることを望む場合がある。例えば、出資者Ｒ１１は、コンテンツ制作者Ｃ
Ｐ１０によってスポーツに関する動画が制作される場合には、業種がスポーツである広告
主のみをオークションに参加させることを望む場合がある。これにより、出資者Ｒ１１は
、動画の内容と合致する広告をコンテンツに組み込ませることができるので、動画に統一
感を持たせることができる。
【０１１７】
　また、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、販売促進情報を受け付けると
いった販売促進サービスを出資者Ｒ１１に提供する。これにより、出資者Ｒ１１は、サー
ビス提供装置３００を利用することで、広告主に営業活動（宣伝活動、プロモーション活
動などとも呼ばれる）を行うことができるので、広告を表示する権利の販売を促進するこ
とができる。
【０１１８】
〔２．サービス提供装置の構成〕
　次に、図１４を用いて、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００の構成について
説明する。図１４は、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００の構成例を示す図で
ある。図１３に示すように、サービス提供装置３００は、出資情報記憶部３２２と、広告
主情報記憶部３２４と、制御部３３０とを有する。
【０１１９】
　出資情報記憶部３２２は、出資情報記憶部１２２と同様に、企画への出資に関する情報
を記憶する。ただし、出資情報記憶部３２２は、提供先情報及び販売促進情報についても
記憶する。図１５に、第３の実施形態に出資情報記憶部３２２の一例を示す。図１５に示
すように、出資情報記憶部３２２は、「提供先情報」、「販売促進情報」といった項目を
有する。
【０１２０】
　「提供先情報」は、オークションサービスの提供先とする広告主の広告主ＩＤを示す。
「販売促進情報」は、広告を表示する権利の販売促進に関する情報を示す。なお、出資情
報記憶部３２２に記憶される提供先情報及び販売促進情報は、出資者端末１２から送信さ
れる。
【０１２１】
　すなわち、図１５では、企画ＩＤ「Ｐ１１」に対応するオークションサービスが広告主
Ｃ１１及びＣ１３に提供される例を示している。また、図１５では、企画ＩＤ「Ｐ１１」
に対応するオークションサービスでは、「有能な若手クリエイターです。」といった販売
促進情報が掲載されたオークションページが広告主Ｃ１１及びＣ１３に提供される例を示
している。
【０１２２】
　広告主情報記憶部３２４は、オークションサービスを利用する広告主に関する情報を記
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憶する。図１６に、第３の実施形態に係る広告主情報記憶部３２４の一例を示す。図１６
に示すように、広告主情報記憶部３２４は、「広告主ＩＤ」、「カテゴリ」といった項目
を有する。「広告主ＩＤ」は、広告主を識別するための識別情報を示す。「カテゴリ」は
、広告主が属するの業種の種別などを示す。すなわち、図１５では、広告主Ｃ１１の業種
がスポーツに関し、広告主Ｃ１２の業種が化粧品に関する例を示している。
【０１２３】
　制御部３３０は、図１４に示すように、サービス提供部３３２を有する。サービス提供
部３３２は、出資サービスにおいて企画に出資した出資者に対して、オークションサービ
スにおいて権利の販売を促進するための販売促進サービスを提供する。第３の実施形態に
係るサービス提供部３３２は、販売促進サービスとして、オークションサービスを利用可
能な広告主のうち、オークションサービスの提供先とする広告主を出資者に選択させる。
【０１２４】
　具体的には、サービス提供部３３２は、出資者端末１２から、企画ＩＤと、販売サービ
スの提供先とする広告主の広告主ＩＤとを含む提供先情報を受け付ける。そして、サービ
ス提供部３３２は、提供先情報に含まれる企画ＩＤに対応付けて、提供先情報に含まれる
広告主ＩＤを出資情報記憶部３２２の提供先情報に格納する。
【０１２５】
　なお、サービス提供部３３２は、広告主情報記憶部３２４に記憶されている広告主のカ
テゴリが掲載され、かつ、広告主を選択可能な選択ページを出資者端末１２に提供しても
よい。この場合、サービス提供部３３２は、出資者によって選択された広告主の広告主Ｉ
Ｄを提供先情報として受け付ける。
【０１２６】
　また、サービス提供部３３２は、販売促進サービスとして、出資者端末１２から販売促
進情報を受け付ける。そして、サービス提供部３３２は、提供先情報を出資情報記憶部３
２２に格納する。
【０１２７】
　そして、サービス提供部３３２は、出資情報記憶部３２２に記憶されている提供先情報
及び販売促進情報に基づいて、オークションサービスを広告主に提供する。具体的には、
サービス提供部３３２は、広告主端末２０からオークションページの取得要求を受信した
場合に、取得要求の送信元である広告主の広告主ＩＤを特定する。なお、広告主ＩＤは、
例えば取得要求に含まれる。そして、サービス提供部３３２は、出資情報記憶部３２２を
参照することで、広告主ＩＤが提供先情報に記憶されている企画ＩＤを取得し、取得し企
画ＩＤに対応するオークションサービスを広告主端末２０に提供する。このとき、サービ
ス提供部３３２は、出資情報記憶部３２２に記憶されている販売促進情報が掲載されたオ
ークションページを提供する。例えば、サービス提供部３３２は、図７に示した出資表示
欄Ｔ２２に販売促進情報を掲載する。
【０１２８】
　なお、上記では、サービス提供部３３２が、出資者に広告主を選択させる例を示した。
しかし、サービス提供部３３２は、出資者に広告主のカテゴリを選択させてもよい。この
場合、サービス提供部３３２は、出資者に選択されたカテゴリに対応する広告主に対して
、上述したオークションサービスを提供する。
【０１２９】
　また、サービス提供部３３２は、販売促進サービスとして、第２の実施形態に係るサー
ビス提供部２３２における処理を行ってもよい。例えば、サービス提供部３３２は、出資
者からの指示に従って、出資者が過去に出資した出資実績や、出資者が過去に出資した企
画に関する情報等を広告主に提示するオークションサービスを提供してもよい。
【０１３０】
〔３．効果〕
　上述してきたように、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、サービス提供
部３３２を有する。サービス提供部３３２は、出資サービスにおいて企画に出資した出資
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者に対して、オークションサービスにおいて権利の販売を促進するための販売促進サービ
スを提供する。
【０１３１】
　これにより、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、企画に出資したことに
対する対価として、落札金だけでなく、販売促進サービスを出資者に提供することができ
る。この結果、サービス提供装置３００は、出資サービスを利用する出資者の数を増大さ
せることができ、サービス提供部３３２によって提供されるオークションサービスを活性
化することができる。
【０１３２】
　また、第３の実施形態に係るサービス提供部３３２は、販売促進サービスとして、オー
クションサービスを利用する広告主（利用者の一例）のうち、オークションサービスの提
供先とする広告主を出資者に選択させる。
【０１３３】
　これにより、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、出資者が所望する広告
主に対してのみオークションサービスを提供することができる。例えば、サービス提供装
置３００は、出資者によって同業者の広告主が選択された場合には、同業者の広告主間で
入札を競争させることができるので、入札金の高騰を図ることができる。
【０１３４】
　また、第３の実施形態に係るサービス提供部３３２は、販売促進サービスとして、オー
クションサービスを利用する広告主のうち、オークションサービスの提供先とする広告主
のカテゴリを出資者に選択させる。
【０１３５】
　これにより、第３の実施形態に係るサービス提供装置３００は、オークションサービス
の提供先を出資者に容易に選択させることができる。
【０１３６】
（他の実施形態）
　上述した実施形態に係るサービス提供システム１は、上記実施形態以外にも種々の異な
る形態にて実施されてよい。そこで、以下では、サービス提供システム１の他の実施形態
について説明する。なお、以下では、主にサービス提供装置１００を例に挙げて他の実施
形態を説明するが、以下に説明する他の実施形態は、サービス提供装置２００及び３００
にも適用することができる。
【０１３７】
〔１．出資者支援〕
　上述したサービス提供装置１００は、図１０に示した制作履歴記憶部２２３を有しても
よい。そして、サービス提供装置１００の企画受付部１３１は、企画情報とともに、企画
を作成したコンテンツ制作者が過去に制作した制作済みコンテンツに関する情報を提示し
てもよい。例えば、企画受付部１３１は、制作済みコンテンツに関する情報として、制作
履歴記憶部２２３に記憶されている閲覧数などを出資者に提示する。また、この例に限ら
れず、企画受付部１３１は、制作済みコンテンツに関する情報として、制作済みコンテン
ツに対応する企画情報や、制作済みコンテンツを制作する際にかかった費用や工数や、制
作済みコンテンツが提供されたユーザ、又は、制作済みコンテンツに広告を表示する権利
を有する広告主による制作済みコンテンツに対する評価などを出資者に提示してもよい。
これにより、出資者は、制作済みコンテンツに関する情報を参考にして、出資対象の企画
を選択することができる。
【０１３８】
〔２．出資者への企画情報の提示〕
　また、図８では、サービス提供装置１００の企画受付部１３１が企画情報を出資者に送
信することで、出資情報を受け付ける例を示した。しかし、企画受付部１３１は、企画情
報を出資者に送信することなく、出資者から出資情報を受け付けてもよい。例えば、出資
者は、サービス提供装置１００を介さずに、コンテンツ制作者から企画を直接受け取り、
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受け取った企画に出資するか否かを判断してもよい。このとき、コンテンツ制作者は、出
資者から出資を受けることになった場合には、制作者端末１１を用いて、企画情報及び出
資情報の双方をサービス提供装置１００に送信してもよい。または、出資者は、出資者端
末１２を用いて、企画情報及び出資情報の双方をサービス提供装置１００に送信してもよ
い。すなわち、サービス提供装置１００の企画受付部１３１は、制作者端末１１又は出資
者端末１２から、企画情報及び出資情報の双方を受け付けてもよい。
【０１３９】
〔３．出資情報〕
　また、上述したサービス提供装置１００の企画受付部１３１は、オークションが開催中
であっても出資情報を受け付けてもよい。すなわち、サービス提供部１３２は、出資者か
ら出資されていない企画に対応するオークションサービスを提供してもよい。この場合、
出資者は、オークションの入札状況を参考にして、出資対象の企画を選択することができ
る。
【０１４０】
〔４．広告枠情報〕
　また、上記各実施形態では、企画受付部１３１が出資者から広告枠情報を受け付ける例
を示した。すなわち、上記各実施形態では、出資者がコンテンツに広告枠を設定する例を
示した。しかし、広告枠は、コンテンツ制作者によって設定されてもよい。すなわち、企
画受付部１３１は、コンテンツ制作者から広告枠情報を受け付けてもよい。また、サービ
ス提供装置１００は、コンテンツ制作者や出資者から広告枠情報を受け付けなくてもよい
。この場合、サービス提供装置１００は、例えば予め決められている再生位置や再生時間
等の広告枠をコンテンツに設定する。
【０１４１】
〔５．複数の出資者〕
　また、上述したサービス提供部１３２は、複数の出資者から１つの企画に対する出資を
受け付けてもよい。この場合、算定部１３３は、出資金に応じて、落札金から出資者に分
配する料金を算定する。例えば、算定部１３３は、出資金の比率で落札金を分配する。
【０１４２】
〔６．サービス態様〕
　また、上記実施形態では、サービス提供装置１００が、企画中のコンテンツに広告を表
示する権利を落札対象とするオークションサービスを提供する例を示した。しかし、サー
ビス提供装置１００のサービス提供部１３２は、企画中のコンテンツではなく、既に完成
されているコンテンツ等に広告を表示する権利を落札対象とするオークションサービスを
提供してもよい。また、上記実施形態では、サービス提供装置１００が合成コンテンツを
生成する例を示したが、合成コンテンツの生成処理は、配信サーバ３０等の他の装置によ
って行われてもよい。このような場合には、図３に示したサービス提供装置１００は、コ
ンテンツ受付部１３４や生成部１３５や送信部１３６等を有しなくてもよい。
【０１４３】
　また、上述してきたサービス提供装置１００は、オークション形式ではない販売サービ
スを提供してもよい。具体的には、サービス提供部１３２は、コンテンツに広告を表示す
る権利を販売するための販売サービスを提供してもよい。さらに、サービス提供部１３２
は、企画に出資する出資者をオークション形式により出資者を決定する出資サービスを提
供してもよい。この場合、サービス提供部１３２は、出資金を入札金とする出資サービス
を提供する。
【０１４４】
〔７．コンテンツの種類〕
　また、上述した実施形態では、コンテンツとして、主に動画を一例に挙げて説明した。
しかし、コンテンツの種類は、動画に限られない。例えば、上述してきたコンテンツは、
ゲーム等のアプリケーションや、電子書籍や、ウェブログ等のウェブページであってもよ
い。例えば、コンテンツ制作者は、ゲームや、電子書籍や、専門的なウェブページの制作



(24) JP 6283050 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

を企画している場合に、上述してきたオークションサービスを利用することができる。
【０１４５】
　ここで、図１７に、他の実施形態に係るコンテンツの一例を示す。図１７では、コンテ
ンツがゲームである例を示す。図１７の例では、コンテンツ制作者が、キャラクターのア
イコンを用いたゲームの制作を企画する。そして、このコンテンツ制作者は、複数種類の
アイコンのうち、３個のアイコンを広告枠として設定する。このように、上述してきたオ
ークションサービスは、ゲーム等のコンテンツにも適用することができる。
【０１４６】
　なお、図１７の例の場合、コンテンツ制作者は、プロダクトプレイスメントと同様に、
落札者である広告主から宣伝用のアイコン画像等を受け取り、受け取ったアイコン画像等
を用いてゲームを制作する。このため、コンテンツ制作者が、広告データを含む合成コン
テンツ（ここの例では、ゲーム）を制作することになる。
【０１４７】
〔８．プログラム〕
　また、上述してきた実施形態に係るサービス提供装置１００は、例えば図１８に示すよ
うな構成のコンピュータ１０００によって実現される。以下、サービス提供装置１００を
例に挙げて説明する。図１８は、サービス提供装置１００の機能を実現するコンピュータ
１０００の一例を示すハードウェア構成図である。コンピュータ１０００は、ＣＰＵ１１
００、ＲＡＭ１２００、ＲＯＭ１３００、ＨＤＤ１４００、通信インターフェイス（Ｉ／
Ｆ）１５００、入出力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）１６００、及びメディアインターフェ
イス（Ｉ／Ｆ）１７００を有する。
【０１４８】
　ＣＰＵ１１００は、ＲＯＭ１３００又はＨＤＤ１４００に格納されたプログラムに基づ
いて動作し、各部の制御を行う。ＲＯＭ１３００は、コンピュータ１０００の起動時にＣ
ＰＵ１１００によって実行されるブートプログラムや、コンピュータ１０００のハードウ
ェアに依存するプログラム等を格納する。
【０１４９】
　ＨＤＤ１４００は、ＣＰＵ１１００によって実行されるプログラム、及び、かかるプロ
グラムによって使用されるデータ等を格納する。通信インターフェイス１５００は、通信
網５０を介して他の機器からデータを受信してＣＰＵ１１００へ送り、ＣＰＵ１１００が
生成したデータを、通信網５０を介して他の機器へ送信する。
【０１５０】
　ＣＰＵ１１００は、入出力インターフェイス１６００を介して、ディスプレイやプリン
タ等の出力装置、及び、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。ＣＰＵ１１００は
、入出力インターフェイス１６００を介して、入力装置からデータを取得する。また、Ｃ
ＰＵ１１００は、生成したデータを、入出力インターフェイス１６００を介して出力装置
へ出力する。
【０１５１】
　メディアインターフェイス１７００は、記録媒体１８００に格納されたプログラム又は
データを読み取り、ＲＡＭ１２００を介してＣＰＵ１１００に提供する。ＣＰＵ１１００
は、かかるプログラムを、メディアインターフェイス１７００を介して記録媒体１８００
からＲＡＭ１２００上にロードし、ロードしたプログラムを実行する。記録媒体１８００
は、例えばＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable　D
isk）等の光学記録媒体、ＭＯ（Magneto-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テープ媒
体、磁気記録媒体、または半導体メモリ等である。
【０１５２】
　例えば、コンピュータ１０００が実施形態に係るサービス提供装置１００として機能す
る場合、コンピュータ１０００のＣＰＵ１１００は、ＲＡＭ１２００上にロードされたプ
ログラムを実行することにより、制御部１３０の機能を実現する。また、ＨＤＤ１４００
には、オークション記憶部１２１及び出資情報記憶部１２２内のデータが格納される。コ
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ンピュータ１０００のＣＰＵ１１００は、これらのプログラムを、記録媒体１８００から
読み取って実行するが、他の例として、他の装置から、通信網５０を介してこれらのプロ
グラムを取得してもよい。
【０１５３】
〔９．その他〕
　上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処
理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして
説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記
文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報に
ついては、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１５４】
　例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。また、例えば、上述し
た各実施形態では、同一のコンテンツに複数の広告枠が設定される例を示したが、同一の
コンテンツに１個の広告枠が設定されてもよい。
【０１５５】
　また、例えば、上述した各実施形態では、コンテンツに広告データが組み込まれた合成
コンテンツがユーザ端末４０に配信される例を示したが、広告データは、ユーザ端末４０
によってコンテンツが表示又は再生されるたびに、図２では図示しない広告サーバ（アド
サーバ等と呼ばれる）によってユーザ端末４０に配信されてもよい。具体的には、サービ
ス提供装置１００の生成部１３５は、コンテンツの広告枠に、広告サーバへのアクセス情
報（例えば、ＵＲＬ：Uniform　Resource　Locator）を組み込むことで合成コンテンツを
生成してもよい。この場合、ユーザ端末４０は、広告枠に設定されているアクセス情報に
基づいて広告サーバにアクセスする。そして、広告サーバは、ユーザ端末４０からアクセ
スされた場合に、コンテンツに組み込まれる広告データをユーザ端末４０に配信する。こ
のとき、広告サーバは、例えば、アクセス元ユーザのユーザ属性に基づいて、配信対象の
広告データを選定する。そして、ユーザ端末４０は、広告サーバから取得した広告データ
をコンテンツの広告枠に表示する。また、この例の場合、広告主は、広告データとして、
広告である動画像や静止画像等にアクセスするためのアクセス情報をサービス提供装置１
００に送信してもよい。
【０１５６】
　また、上記各実施形態では、広告を例に挙げて説明したが、動画等のコンテンツに表示
されるコンテンツは、広告目的の広告コンテンツに限られない。例えば、上述してきた広
告は、天気情報や震災情報などを通知するためのコンテンツであってもよい。
【０１５７】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、図３に示
した企画受付部１３１とコンテンツ受付部１３４は統合されてもよい。また、例えば、上
述してきたサービス提供装置１００は、配信サーバ３０と統合されてもよい。
【０１５８】
　また、上述してきた各実施形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせるこ
とが可能である。
【０１５９】
　以上、本願の実施形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例示で
あり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変形、
改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０１６０】
　また、上述してきた「部（section、module、unit）」は、「手段」や「回路」などに
読み替えることができる。例えば、企画受付部は、企画受付手段や企画受付回路に読み替
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えることができる。
【符号の説明】
【０１６１】
　　　１　サービス提供システム
　　１１　制作者端末
　　１２　出資者端末
　　２０　広告主端末
　　３０　配信サーバ
　　４０　ユーザ端末
　１００　サービス提供装置
　１２１　オークション記憶部
　１２２　出資情報記憶部
　１３１　企画受付部
　１３２　サービス提供部
　１３３　算定部
　１３４　コンテンツ受付部
　１３５　生成部
　１３６　送信部

【図１】 【図２】
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